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朝
鮮
人
強
制
動
員
Ｑ
＆
Ａ 

 

 
強
制
動
員
真
相
究
明
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
朝
鮮
人
強
制
連
行
・
強
制
労
働
問
題
を
調
査
し
、
そ
の
解
決
を
求
め
て

き
た
人
び
と
が
、
二
〇
〇
四
年
の
韓
国
で
の
日
帝
強
占
下
強
制
動
員
被
害
真
相
糾
明
委
員
会
の
設
立
を
受
け
て
、
二

〇
〇
五
年
に
結
成
し
た
団
体
で
す
。 

強
制
動
員
真
相
究
明
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
こ
の
問
題
の
解
決
に
む
け
て
年
に
一
回
程
度
、
全
国
研
究
集
会
を
開
催

し
、
真
相
究
明
や
調
査
活
動
の
交
流
を
す
す
め
る
と
と
も
に
、
強
制
動
員
さ
れ
た
人
び
と
の
名
簿
調
査
、
未
払
い
金

や
供
託
金
の
史
料
調
査
、
証
言
収
集
や
現
地
で
の
聞
き
取
り
調
査
、
遺
骨
の
返
還
な
ど
の
活
動
を
お
こ
な
っ
て
き
ま

し
た
。 

戦
後
七
〇
年
を
経
た
今
日
も
、
韓
国
の
強
制
動
員
さ
れ
た
人
び
と
に
よ
る
謝
罪
と
賠
償
、
尊
厳
の
回
復
な
ど
を
求

め
る
運
動
が
つ
づ
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
政
府
は
強
制
動
員
の
被
害
に
対
し
、
強
制
労
働
の
事
実
を
認
め
よ

う
と
せ
ず
、
そ
の
責
任
を
と
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
過
去
を
正
当
化
し
、
植
民
地
支
配
や
強
制
連
行
を
否
定
す
る

人
も
い
ま
す
。 

こ
こ
で
は
、
こ
の
強
制
連
行
や
強
制
動
員
の
問
題
に
つ
い
て
、
労
務
動
員
を
中
心
に
、
つ
ぎ
の
二
〇
項
目
で
解
説

し
ま
す
。 

 

⒈ 

朝
鮮
人
強
制
動
員
っ
て
何
で
す
か
。 

⒉ 

ど
の
く
ら
い
の
人
々
が
動
員
さ
れ
た
の
で
す
か
。 
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⒊ 

日
本
へ
の
労
務
動
員
は
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
す
か
。 

⒋ 

朝
鮮
人
の
労
務
動
員
数
を
示
す
史
料
が
あ
り
ま
す
か
。 

⒌ 

労
務
動
員
先
を
示
す
史
料
は
あ
り
ま
す
か
。 

⒍ 
軍
人
軍
属
の
動
員
に
関
す
る
史
料
が
あ
り
ま
す
か
。 

⒎ 
志
願
や
募
集
も
強
制
な
の
で
す
か
。 

⒏ 

「
強
制
連
行
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
主
張
も
あ
り
ま
す
が
。 

⒐ 

そ
の
よ
う
な
主
張
の
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
の
で
す
か
。 

⒑ 

強
制
連
行
は
犯
罪
で
す
か
。 

⒒ 

連
行
さ
れ
た
人
々
は
日
本
の
敗
戦
後
ど
う
な
っ
た
の
で
す
か
。 

⒓ 

未
払
い
金
は
あ
っ
た
の
で
す
か
。 

⒔ 

日
韓
会
談
時
、
外
務
省
に
動
員
の
認
識
は
あ
っ
た
の
で
す
か
。 

⒕ 

強
制
労
働
問
題
は
一
九
六
五
年
の
日
韓
請
求
権
協
定
で
解
決
し
た
の
で
す
か
。 

⒖ 

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
と
の
国
交
正
常
化
で
、
強
制
動
員
は
問
題
に
な
り
ま
す
か
。 

⒗ 

韓
国
で
強
制
動
員
被
害
の
調
査
は
す
す
み
ま
し
た
か
。 

⒘ 

韓
国
で
の
強
制
動
員
裁
判
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。 

⒙ 

明
治
産
業
革
命
遺
産
で
の
強
制
労
働
問
題
っ
て
何
で
す
か
。 

⒚ 

今
後
の
課
題
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
。 

⒛ 

な
ぜ
過
去
の
清
算
が
必
要
な
の
で
す
か
。 
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⒈ 

朝
鮮
人
強
制
動
員
っ
て
何
で
す
か
。 

 
日
本
は
日
清
・
日
露
戦
争
を
通
じ
て
、
一
九
一
〇
年
に
韓
国
を
強
制
的
に
併
合
し
、
朝
鮮
半
島
を
植
民
地
に
し
ま

し
た
。
朝
鮮
民
衆
の
抵
抗
を
お
さ
え
つ
け
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
中
国
へ
の
侵
略
の
拠
点
に
し
ま
し
た
。
日
本
が
中

国
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
や
太
平
洋
地
域
へ
と
戦
争
を
広
げ
て
い
く
な
か
で
、
朝
鮮
人
を
日
本
人
化
す
る
と
い
う
皇
民
化

政
策
を
強
め
、
朝
鮮
半
島
か
ら
物
資
や
人
間
を
総
動
員
し
ま
し
た
。 

朝
鮮
人
強
制
動
員
と
は
、
日
本
が
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
へ
と
戦
争
を
広
げ
る
な
か
で
、
多
く
の
朝
鮮
人
を
労
務

や
軍
務
な
ど
に
動
員
し
た
こ
と
を
い
い
ま
す
。 

そ
の
動
員
は
朝
鮮
内
外
で
な
さ
れ
、
日
本
政
府
に
よ
る
労
務
動
員
計
画
や
軍
の
命
令
に
よ
り
実
行
さ
れ
ま
し
た
。

動
員
は
、
甘
言
や
詐
欺
、
暴
力
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
り
、
強
制
的
な
連
行
で
し
た
。
動
員
現
場
で
は
労
働
が
強
制

さ
れ
ま
し
た
。
日
本
に
住
ん
で
い
た
朝
鮮
人
も
動
員
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
朝
鮮
人
強
制
動
員
あ
る
い
は
朝
鮮
人
強

制
連
行
と
い
い
ま
す
。
強
制
動
員
や
強
制
連
行
は
歴
史
用
語
で
あ
り
、
強
制
連
行
と
強
制
動
員
の
用
語
に
大
き
な
違

い
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

労
務
動
員
の
計
画
に
と
も
な
い
、
企
業
は
必
要
な
人
数
を
政
府
に
申
請
し
て
許
可
を
受
け
、
朝
鮮
現
地
で
動
員
に

関
わ
り
、
連
行
し
て
労
働
さ
せ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
企
業
に
も
責
任
が
あ
り
ま
す
。 

韓
国
の
強
制
動
員
被
害
・
支
援
特
別
法
で
は
、
強
制
動
員
被
害
を
、
満
洲
事
変
か
ら
太
平
洋
戦
争
の
時
期
に
日
本

帝
国
主
義
に
よ
り
強
制
動
員
さ
れ
、
軍
人
・
軍
務
員
・
労
務
者
・
慰
安
婦
な
ど
の
生
活
を
強
要
さ
れ
た
者
が
被
っ
た

生
命
・
身
体
及
び
財
産
な
ど
へ
の
被
害
と
規
定
し
ま
し
た
。
そ
の
認
識
の
も
と
で
、
被
害
調
査
と
支
援
の
活
動
が
取

り
組
ま
れ
ま
し
た
。 
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⒉ 

ど
の
く
ら
い
の
人
々
が
動
員
さ
れ
た
の
で
す
か
。 

 

朝
鮮
人
強
制
連
行
・
強
制
労
働
の
研
究
や
調
査
が
す
す
め
ら
れ
る
な
か
で
、
連
行
者
数
を
示
す
史
料
や
連
行
さ
れ

た
人
び
と
の
名
簿
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
や
調
査
か
ら
は
、
労
務
で
は
、
日
本
の
炭
鉱
・

鉱
山
、
軍
需
工
場
や
軍
事
基
地
・
発
電
の
土
木
工
事
現
場
な
ど
に
約
八
〇
万
人
、
軍
人
や
軍
属
な
ど
の
軍
務
で
は
、

約
三
七
万
人
が
動
員
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
日
本
軍
の
性
的
奴
隷
（
「
慰
安
婦
」
）
に
さ
れ
た

人
々
も
い
ま
す
。 

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
で
の
戦
争
に
と
も
な
い
、
日
本
は
自
国
の
民
衆
を
は
じ
め
、
ア
ジ
ア
各
地
の
民
衆
を
労
務
や

軍
務
な
ど
に
総
動
員
し
ま
し
た
が
、
朝
鮮
人
動
員
は
そ
の
よ
う
な
総
動
員
の
一
環
で
し
た
。
朝
鮮
人
の
動
員
先
は
日

本
だ
け
で
な
く
、
朝
鮮
内
を
は
じ
め
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
各
地
に
及
ん
で
い
ま
す
。 

 

⒊ 

日
本
へ
の
労
務
動
員
は
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
す
か
。 

中
国
に
対
す
る
全
面
戦
争
が
始
め
ら
れ
る
と
、
総
動
員
体
制
が
強
め
ら
れ
、
日
本
で
は
一
九
三
八
年
四
月
に
国
家

総
動
員
法
が
公
布
さ
れ
、
一
九
三
九
年
七
月
に
は
国
民
徴
用
令
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
な
か
で
、
朝
鮮
半
島
か

ら
日
本
へ
と
人
員
を
動
員
す
る
計
画
が
た
て
ら
れ
ま
し
た
。 

一
九
三
九
年
六
月
に
は
中
央
協
和
会
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
各
地
に
協
和
会
が
設
立
さ
れ
、
朝
鮮
人
は
強
制
的
に

加
入
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
警
察
が
朝
鮮
人
を
監
視
し
、
皇
民
化
政
策
を
す
す
め
ま
し
た
。 
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日
本
政
府
は
一
九
三
九
年
七
月
の
「
朝
鮮
人
労
働
者
内
地
移
住
に
関
す
る
件
」
で
、
鉱
業
や
土
木
建
設
工
事
な
ど

に
「
募
集
」
に
よ
る
労
務
動
員
を
は
じ
め
ま
す
。
こ
れ
が
労
務
の
た
め
の
日
本
へ
の
朝
鮮
人
強
制
連
行
の
は
じ
ま
り

で
す
。
動
員
初
期
に
は
、
数
を
満
た
す
た
め
に
縁
故
に
よ
る
募
集
も
な
さ
れ
ま
し
た
。 

一
九
四
二
年
二
月
か
ら
は
そ
れ
ま
で
の
「
募
集
」
形
式
に
か
え
、
「
労
務
動
員
実
施
計
画
に
よ
る
朝
鮮
人
労
務
者

の
内
地
移
入
斡
旋
要
綱
」
に
よ
り
、
「
官
斡
旋
」
の
形
で
労
務
動
員
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
朝
鮮
総
督
府
に
よ
る

「
斡
旋｣

と
い
う
強
制
力
を
加
え
、
動
員
を
い
っ
そ
う
強
め
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。 

し
か
し
、
思
う
よ
う
に
動
員
で
き
な
い
こ
と
が
多
く
な
り
、
一
九
四
四
年
九
月
か
ら
は
国
民
徴
用
令
を
適
用
し
て
、

「
徴
用
」
に
よ
る
労
務
動
員
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
強
制
力
が
さ
ら
に
強
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ

け
で
す
。 

ま
た
、
す
で
に
動
員
さ
れ
て
い
る
現
場
で
「
現
員
徴
用
」
さ
れ
る
朝
鮮
人
も
増
え
ま
し
た
。
現
員
徴
用
と
は
、
す

で
に
軍
需
工
場
な
ど
で
働
い
て
い
る
人
を
徴
用
し
、
そ
の
職
場
か
ら
移
動
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
措
置
を
い
い
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
「
募
集
」
、
「
官
斡
旋
」
、
「
徴
用
」
な
ど
の
か
た
ち
で
動
員
が
な
さ
れ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
ら
が
並

行
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
時
も
あ
り
ま
す
。
な
お
、
「
募
集
」
、
「
官
斡
旋
」
、
「
徴
用
」
に
よ
る
動
員
に
、
企
業
は
現

地
に
出
向
く
な
ど
の
か
た
ち
で
関
与
し
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
動
員
は
、
志
願
の
強
要
、
詐
欺
や
暴
力
に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
本
人
の
意
思
に
反
す
る
連
行
で
し
た
。 

大
蔵
省
管
理
局
の
『
日
本
人
の
海
外
活
動
に
関
す
る
歴
史
的
調
査
』
（
通
巻
一
〇
、
朝
鮮
編
九
）
で
は
、
日
本
へ
の

朝
鮮
人
の
動
員
数
以
外
に
も
、
朝
鮮
内
外
で
の
国
民
徴
用
数
を
約
二
七
万
人
、
現
員
徴
用
者
を
約
二
六
万
一
四
五
人
、

朝
鮮
内
の
官
斡
旋
数
を
約
四
二
万
人
、
軍
要
員
を
約
一
五
万
人
と
す
る
数
値
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
朝
鮮
内
外
で
さ
ま

ざ
ま
な
形
で
動
員
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
す
。 
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⒋ 

朝
鮮
人
の
労
務
動
員
数
を
示
す
史
料
が
あ
り
ま
す
か
。 

日
本
へ
の
労
務
動
員
に
つ
い
て
の
数
値
で
す
が
、
戦
時
の
統
計
で
は
、
『
種
村
氏
警
察
参
考
資
料
』
（
内
務
省
警

保
局
関
係
の
資
料
集
）
に
、
日
本
の
各
都
道
府
県
へ
の
動
員
数
を
示
す
朝
鮮
人
移
住
状
況
調
、
事
業
場
数
調
な
ど
が

収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
九
四
三
年
末
現
在
の
「
労
務
動
員
関
係
朝
鮮
人
移
住
状
況
調
」
（
『
種
村
氏
警
察
参
考
資

料
』
第
一
一
〇
集
）
か
ら
は
、
一
九
三
九
年
か
ら
一
九
四
三
年
末
に
か
け
て
、
四
九
万
二
九
五
五
人
が
動
員
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
「
昭
和
一
九
年
度
新
規
移
入
朝
鮮
人
労
務
者
事
業
場
別
数
調
」
（
『
同
資
料
第
九
八
集
』
）
か

ら
は
、
一
九
四
四
年
度
の
朝
鮮
人
の
動
員
予
定
数
が
二
九
万
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

こ
れ
ら
の
資
料
は
内
務
省
警
保
局
の
下
に
あ
っ
た
内
鮮
警
察
が
、
警
備
人
員
を
得
る
た
め
の
予
算
資
料
と
し
て
提

出
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
動
員
朝
鮮
人
数
に
は
縁
故
募
集
に
よ
る
動
員
者
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。 

当
時
、
朝
鮮
総
督
府
の
鉱
工
局
で
勤
労
動
員
課
長
で
あ
っ
た
豊
島
陞
の
メ
モ
に
は
、
一
九
四
二
年
度
一
一
万
九
七

二
一
人
、
四
三
年
度
一
二
万
八
二
九
六
人
、
四
四
年
度
二
八
万
五
六
八
二
人
、
四
五
年
度
一
万
六
二
二
人
の
動
員
数

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
豊
島
メ
モ
か
ら
は
、
一
九
四
二
年
以
降
の
月
ご
と
の
動
員
数
や
朝
鮮
各
道
か
ら
の
産
業

別
の
動
員
状
況
な
ど
も
わ
か
り
ま
す
。
一
九
四
五
年
二
月
の
割
当
数
三
万
四
八
〇
〇
人
の
移
送
、
逃
走
、
引
継
、
出

港
数
な
ど
を
知
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
の
メ
モ
で
は
、
一
九
四
四
年
か
ら
四
五
年
度
に
か
け
て
の
動
員
数
は
約
三

〇
万
人
と
な
り
ま
す
。 

種
村
資
料
の
文
書
や
豊
島
メ
モ
か
ら
は
、
一
九
三
九
年
か
ら
四
五
年
に
か
け
て
、
縁
故
を
含
む
募
集
、
官
斡
旋
、

徴
用
な
ど
の
動
員
に
よ
り
、
日
本
へ
と
八
〇
万
人
ほ
ど
が
動
員
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
数
は
南
洋
・
サ
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ハ
リ
ン
へ
の
動
員
を
除
い
た
も
の
で
す
。 

帝
国
議
会
で
の
説
明
資
料
と
し
て
は
、
朝
鮮
総
督
府
鉱
工
局
勤
労
動
員
課
「
内
地
樺
太
南
洋
移
入
朝
鮮
人
労
務
者

渡
航
状
況
」
（
一
九
四
四
年
一
二
月
）
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
一
九
四
四
年
一
二
月
ま
で
に
六
五
万
六
一
三
七

人
が
動
員
さ
れ
た
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
統
計
で
は
一
九
四
四
年
の
動
員
数
を
二
二
万
八
三
二
〇
人
と
し
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
一
二
月
ま
で
の
予
定
数
で
す
。
こ
の
説
明
資
料
の
数
に
、
そ
の
後
の
動
員
数
や
初
期
の
縁
故
募
集
を
加

え
れ
ば
、
朝
鮮
か
ら
の
労
務
動
員
は
、
八
〇
万
人
を
超
え
る
も
の
に
な
り
ま
す
。 

戦
後
の
統
計
調
査
で
は
、
『
日
本
人
の
海
外
活
動
に
関
す
る
歴
史
的
調
査
』
（
通
巻
一
〇 

朝
鮮
編
九
）
の
「
朝
鮮

人
労
務
者
対
日
本
動
員
調
」
に
七
二
万
四
七
八
七
人
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
数
値
は
日
本
・
南
洋
・
サ
ハ
リ
ン
へ
の
動

員
数
の
合
計
で
す
。
ま
た
、
厚
生
省
勤
労
局
の
「
朝
鮮
人
集
団
移
入
状
況
調
」
（
一
九
四
五
年
九
月
）
に
は
六
六
万
七

六
八
四
人
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
厚
生
省
の
資
料
は
ア
メ
リ
カ
に
提
出
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
は
日
本
国
内
で

受
け
入
れ
た
動
員
数
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
朝
鮮
か
ら
の
動
員
途
中
で
減
少
し
た
数
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
大
蔵

省
と
厚
生
省
の
統
計
値
は
戦
後
の
も
の
で
あ
り
、
年
度
ご
と
の
動
員
数
を
示
す
も
の
で
す
。
初
期
の
縁
故
に
よ
る
動

員
数
は
除
か
れ
て
い
ま
す
。 

日
本
へ
の
朝
鮮
人
の
労
務
で
の
強
制
動
員
に
つ
い
て
は
、
内
務
省
や
朝
鮮
総
督
府
鉱
工
局
の
関
係
者
の
資
料
か
ら
、

年
度
別
、
月
別
、
都
道
府
県
別
、
業
種
別
、
朝
鮮
各
道
別
の
動
員
状
況
が
わ
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

労
務
動
員
に
よ
っ
て
日
本
へ
と
、
縁
故
募
集
を
含
め
、
割
当
募
集
・
官
斡
旋
・
徴
用
適
用
な
ど
に
よ
っ
て
約
八
〇

万
人
が
連
行
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
南
洋
や
サ
ハ
リ
ン
な
ど
に
も
労
務
動
員
さ
れ
、
そ
の
数
は

二
万
人
を
超
え
ま
す
。 
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⒌ 

労
務
動
員
先
を
示
す
史
料
は
あ
り
ま
す
か
。 

中
央
協
和
会
が
作
成
し
た
「
移
入
朝
鮮
人
労
務
者
状
況
調
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
一
九
四
二
年
六
月
ま
で
の

動
員
場
所
と
動
員
数
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
史
料
か
ら
は
、
鉱
山
、
炭
鉱
、
工
場
、
土
木
現
場
な
ど
日
本
各
地

の
労
働
現
場
へ
の
動
員
を
確
認
で
き
ま
す
。
こ
の
時
点
で
の
動
員
場
所
は
三
九
六
か
所
、
動
員
数
は
約
一
七
万
四
〇

〇
〇
人
で
す
。
こ
の
史
料
か
ら
は
動
員
初
期
の
事
業
所
名
が
判
明
し
ま
す
。 

「
移
入
」
と
い
う
言
葉
は
、
政
府
の
動
員
に
よ
っ
て
集
団
的
に
移
送
さ
れ
た
人
々
を
示
す
も
の
で
す
。
こ
の
動
員

を
強
制
連
行
や
強
制
動
員
と
呼
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。 

ま
た
、
戦
後
、
厚
生
省
勤
労
局
が
集
計
し
た
「
朝
鮮
人
労
務
者
に
関
す
る
調
査
」
（
一
六
県
分
）
が
発
見
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
こ
に
は
動
員
さ
れ
た
朝
鮮
人
の
企
業
ご
と
の
名
簿
が
多
数
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
調
査
記
録
か
ら
、
秋

田
・
宮
城
・
栃
木
・
茨
城
・
長
野
・
静
岡
・
岐
阜
・
三
重
・
滋
賀
・
奈
良
・
兵
庫
・
福
岡
・
佐
賀
・
長
崎
な
ど
、
動
員

さ
れ
た
事
業
所
名
と
動
員
数
が
す
べ
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
判
明
し
て
い
ま
す
。 

さ
ら
に
企
業
の
動
員
関
係
の
史
料
も
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
北
海
道
炭
鉱
汽
船
、
住
友
鉱
業
、
日
本
製
鉄
な
ど
で

は
名
簿
類
も
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
。
行
政
の
埋
火
葬
関
係
の
史
料
か
ら
は
福
岡
や
長
崎
な
ど
の
炭
鉱
地
帯
で

の
死
亡
者
が
数
多
く
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
発
見
さ
れ
て
い
な
い
史
料
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
ま
で
に
発
見
さ
れ
て
い
る
労
務
動
員
関
係
史
料
や
現
地
調
査
か
ら
、
動
員
場
所
は
全
国
で
一
〇
〇
〇
か
所
を

超
え
る
と
み
ら
れ
ま
す
。 
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⒍ 

軍
人
軍
属
の
動
員
に
関
す
る
史
料
が
あ
り
ま
す
か
。 

軍
人
軍
属
な
ど
朝
鮮
人
の
軍
務
で
の
動
員
数
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
一
九
五
三
年
こ
ろ
、
法
務
省
入
国
管
理
局
総
務

課
が
調
査
し
た
資
料
に
、
陸
軍
分
統
計
表
「
朝
鮮
人
人
員
表
（
地
域
別
）
分
類
表
」
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
二
五
万
七
四

〇
四
人
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
数
値
は
陸
軍
の
復
員
を
担
当
し
た
留
守
業
務
関
係
の
資
料
に
よ
る
も
の
で
す
。 

海
軍
へ
の
朝
鮮
人
動
員
数
に
つ
い
て
は
、
厚
生
省
の
一
九
六
二
年
の
資
料
「
も
と
朝
鮮
籍
の
旧
海
軍
軍
人
軍
属
員

数
表
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
資
料
で
は
、
一
九
五
八
年
の
呉
復
員
局
の
調
査
を
も
と
に
、
動
員
数
を
一
一
万
三
七
一

二
人
と
し
て
い
ま
す
。 

陸
軍
へ
の
動
員
数
二
五
万
七
四
〇
四
人
に
、
海
軍
の
一
一
万
三
七
一
二
人
を
合
わ
せ
る
と
、
三
七
万
人
を
超
え
る

も
の
に
な
り
ま
す
。 

外
務
省
は
一
九
五
六
年
の
「
朝
鮮
人
戦
没
者
遺
骨
問
題
に
関
す
る
件
」
で
、
朝
鮮
人
の
軍
人
軍
属
数
に
つ
い
て
陸

軍
約
二
五
万
七
〇
〇
〇
人
、
海
軍
約
一
二
万
人
の
計
約
三
七
万
七
〇
〇
〇
人
の
数
を
あ
げ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
数

字
の
根
拠
は
、
陸
軍
の
留
守
業
務
資
料
と
海
軍
の
復
員
資
料
に
よ
る
も
の
で
し
た
。 

日
韓
会
談
が
す
す
む
一
九
六
二
年
に
、
厚
生
省
援
護
局
は
「
朝
鮮
在
籍
旧
陸
海
軍
軍
人
軍
属
出
身
地
別
統
計
表
」

で
二
四
万
二
三
四
一
人
を
示
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
朝
鮮
人
軍
人
軍
属
数
が
三
七
万
人
か
ら
二
四
万
人
に
減
少
し

て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
動
員
さ
れ
た
朝
鮮
人
軍
人
軍
属
約
三
七
万
人
の
う
ち
、
陸
軍
留
守
名
簿
や
海
軍
軍
人
軍

属
個
表
な
ど
に
名
簿
が
残
っ
て
い
る
も
の
が
二
四
万
人
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
厚
生
省
は
名
簿
が
な
い
も
の
は
省
い

て
公
表
し
た
の
で
す
。 

 

朝
鮮
人
の
軍
人
と
し
て
の
動
員
は
、
陸
軍
志
願
兵
の
形
で
一
九
三
八
年
か
ら
動
員
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
徴
兵
に
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よ
る
軍
人
の
動
員
は
一
九
四
四
年
か
ら
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
朝
鮮
人
の
軍
属
は
、
軍
事
基
地
の
建
設
や
軍
需
物
資

の
輸
送
な
ど
の
た
め
、
一
九
三
九
年
か
ら
動
員
さ
れ
て
い
ま
す
。 

日
本
政
府
か
ら
韓
国
政
府
へ
と
一
九
九
三
年
に
渡
さ
れ
た
軍
人
・
軍
属
の
名
簿
が
あ
り
ま
す
。
陸
軍
で
は
「
留
守

名
簿
」
、
「
軍
属
名
簿
（
工
員
名
簿
）
」
、
海
軍
で
は
「
軍
人
軍
属
名
簿
（
軍
人
履
歴
原
表
・
軍
属
身
上
調
査
表
）
」

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
「
臨
時
軍
人
軍
属
届
」
、
「
兵
籍
戦
時
名
簿
」
、
「
軍
属
船
員
名
簿
」
「
病
床
日
誌
」
「
俘

虜
名
票
」
な
ど
の
名
簿
も
あ
り
ま
す
。
韓
国
側
に
よ
る
集
計
で
は
、
陸
軍
の
「
留
守
名
簿
」
に
は
、
約
一
六
万
人
、
海

軍
の
「
軍
人
軍
属
名
簿
（
軍
人
履
歴
原
表
・
軍
属
身
上
調
査
表
）
」
に
は
約
一
〇
万
人
分
の
記
事
が
あ
り
ま
す
。 

軍
人
軍
属
関
係
名
簿
の
調
査
か
ら
、
軍
人
軍
属
と
さ
れ
た
人
々
の
動
員
先
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
の
名
簿
に
つ
い
て
は
、
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
が
す
す
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
公
開
が
求
め
ら
れ
ま

す
。 

 

⒎ 

志
願
や
募
集
も
強
制
な
の
で
す
か
。 

労
務
動
員
で
は
初
期
に
は
縁
故
募
集
も
含
め
、
「
募
集
」
に
よ
っ
て
動
員
数
を
満
た
そ
う
と
し
ま
し
た
。
「
募
集
」

と
は
い
う
も
の
の
労
務
動
員
計
画
の
も
と
で
の
割
り
当
て
に
よ
る
動
員
で
し
た
。
「
募
集
」
に
応
じ
た
が
希
望
し
た

も
の
と
は
違
っ
て
い
た
と
い
う
例
や
、
徴
用
を
避
け
る
た
め
に
「
志
願
」
し
た
と
い
う
例
も
あ
り
ま
す
。 

「
志
願
」
や
「
募
集
」
と
い
う
表
現
は
、
自
主
的
に
応
じ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
そ
れ
ら
は
植
民
地
支
配
の
下

で
の
日
本
に
よ
る
戦
時
の
動
員
形
態
の
ひ
と
つ
で
し
た
。
日
本
の
戦
争
に
協
力
す
る
よ
う
に
朝
鮮
人
を
追
い
込
ん
で

い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
強
制
力
が
働
い
て
い
ま
し
た
。
植
民
地
支
配
の
な
か
で
「
志
願
」
し
、
あ
る
い
は
「
募
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集
」
に
応
じ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。 

一
九
四
三
年
の
学
徒
志
願
兵
の
徴
集
で
は
、
行
政
と
警
察
が
父
母
兄
弟
に
圧
力
を
加
え
、
高
等
係
の
刑
事
た
ち
は

該
当
者
を
追
い
ま
わ
し
て
い
ま
す
。
家
族
へ
の
圧
迫
に
よ
り
、
や
む
な
く｢

志
願｣

す
る
者
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
名

称
は
「
志
願
」
で
す
が
、
実
際
に
は
強
制
動
員
で
あ
っ
た
の
で
す
。 

韓
国
政
府
に
よ
る
強
制
動
員
の
被
害
調
査
で
は
、
「
志
願
」
や
「
募
集
」
に
つ
い
て
も
具
体
的
に
調
査
が
な
さ
れ
、

「
志
願
」
や
「
募
集
」
に
よ
り
動
員
さ
れ
た
人
び
と
を
被
害
者
と
し
て
認
定
し
て
い
ま
す
。 

 

⒏ 

「
強
制
連
行
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
主
張
も
あ
り
ま
す
が
。 

 

「
強
制
連
行
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
説
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
流
さ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
こ
で
は
、
「
戦
時
動
員
は
日
本
（
内
地
）
よ
り
穏
や
か
で
あ
っ
た
」
、
「
自
分
の
意
思
で
来
て
い
る
」
、
「
差

別
は
な
か
っ
た
」
、
「
と
も
に
日
本
の
た
め
に
働
い
た
」
、
「
徴
用
は
国
民
の
義
務
で
あ
り
、
不
法
行
為
で
は
な

い
」
、
「
強
制
連
行
は
日
本
を
加
害
者
に
す
る
も
の
」
、
「
強
制
連
行
は
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
あ
り
、
虚
構
や
捏
造
に

よ
る
も
の
で
あ
る
」
な
ど
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
ら
の
主
張
に
根
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
。
動
員
が
本
人
の
意
思
に
反
し
た
強
制
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
本

人
の
証
言
の
み
な
ら
ず
、
同
時
代
に
書
か
れ
た
企
業
や
朝
鮮
総
督
府
、
日
本
政
府
の
関
係
官
庁
の
文
書
か
ら
も
確
認

で
き
ま
す
。 

日
本
で
の
「
戦
後
補
償
」
裁
判
で
の
判
決
に
は
、
強
制
連
行
・
強
制
労
働
の
事
実
を
認
定
し
、
そ
の
下
で
の
不
法

性
を
認
め
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
判
決
は
確
定
し
て
い
ま
す
。 
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⒐ 

そ
の
よ
う
な
主
張
の
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
の
で
す
か
。 

「
強
制
連
行
は
な
か
っ
た
」
と
す
る
主
張
の
根
本
に
は
、
日
本
に
よ
る
植
民
地
支
配
は
正
当
な
も
の
で
あ
る
、

あ
る
い
は
韓
国
併
合
は
植
民
地
支
配
で
は
な
い
と
す
る
認
識
が
あ
り
ま
す
。
韓
国
併
合
は
正
当
で
あ
り
、
動
員
は

合
法
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
み
る
わ
け
で
す
。 

し
か
し
、
韓
国
で
は
「
韓
国
併
合
」
を
不
法
・
不
当
と
と
ら
え
て
お
り
、
日
本
に
強
制
的
に
占
領
さ
れ
た
時
期
と

し
て
い
ま
す
。 

ま
ず
、
植
民
地
と
し
て
支
配
し
た
こ
と
を
認
め
、
そ
の
歴
史
を
反
省
す
べ
き
で
す
。
皇
民
化
政
策
を
お
こ
な
い
、

朝
鮮
人
を
日
本
人
と
す
る
こ
と
を
す
す
め
、
そ
の
民
族
性
を
否
定
し
た
こ
と
は
、
差
別
で
し
た
。
当
時
、
独
立
を
訴

え
る
こ
と
は
治
安
維
持
法
違
反
と
さ
れ
、
犯
罪
と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
支
配
の
な
か
で
、
朝
鮮
か
ら
の
動

員
を
お
こ
な
っ
た
の
で
す
。
日
本
へ
と
労
務
動
員
さ
れ
た
朝
鮮
人
は
約
八
〇
万
人
、
軍
人
軍
属
の
動
員
は
三
七
万

人
を
超
え
る
も
の
で
し
た
。
民
族
差
別
と
植
民
地
支
配
の
も
と
で
動
員
が
な
さ
れ
た
の
で
す
。
植
民
地
か
ら
の
強

制
的
な
動
員
は
人
道
に
反
す
る
も
の
で
し
た
。 

強
制
連
行
は
虚
構
や
捏
造
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
強
制
連
行
は
な
か
っ
た
と
い
う
宣
伝
じ
た
い
が
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

で
あ
り
、
虚
構
や
捏
造
で
す
。 

歴
史
学
研
究
で
は
、
戦
時
に
植
民
地
・
占
領
地
か
ら
民
衆
の
強
制
的
な
動
員
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
歴
史
的
事
実
と

し
て
認
知
さ
れ
て
い
ま
す
。
歴
史
教
科
書
に
も
そ
の
よ
う
な
認
識
が
反
映
さ
れ
、
植
民
地
・
占
領
地
か
ら
強
制
的
な

動
員
が
な
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
朝
鮮
人
の
強
制
連
行
は
そ
の
ひ
と
つ
な
の
で
す
。 
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朝
鮮
認
識
は
日
本
人
の
歴
史
認
識
を
映
す
鏡
と
い
い
ま
す
。
歴
史
か
ら
謙
虚
に
学
び
、
排
外
主
義
や
歴
史
の
歪

曲
を
批
判
す
る
力
を
持
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。 

 
⒑ 
強
制
連
行
は
犯
罪
で
す
か
。 

二
次
に
わ
た
る
世
界
戦
争
を
経
て
、
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
の
概
念
が
確
立
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
罪
の
構
成
要

件
に
は
、
奴
隷
化
や
強
制
連
行
（
強
制
移
送
）
が
あ
り
ま
す
。
植
民
地
や
占
領
地
か
ら
強
制
的
に
連
行
す
る
こ
と
は

犯
罪
と
さ
れ
た
の
で
す
。
人
道
に
対
す
る
罪
に
時
効
は
あ
り
ま
せ
ん
。
朝
鮮
半
島
か
ら
の
強
制
的
な
連
行
と
労
働

の
強
制
は
人
道
に
対
す
る
罪
に
あ
た
り
ま
す
。 

強
制
連
行
に
よ
る
労
働
は
、
強
制
労
働
に
関
す
る
条
約(

Ｉ
Ｌ
Ｏ
二
九
号
条
約)

に
も
違
反
す
る
も
の
で
す
。
こ

の
条
約
は
一
九
三
〇
年
に
採
択
さ
れ
、
日
本
も
一
九
三
二
年
に
批
准
し
て
い
ま
す
。 

「
戦
後
補
償
」
の
裁
判
で
は
、
た
と
え
ば
、
三
菱
重
工
名
古
屋
朝
鮮
女
子
勤
労
挺
身
隊
訴
訟
の
判
決
で
、
強
制
連

行
と
強
制
労
働
の
事
実
を
認
め
、
不
法
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
ま
す
。 

日
本
政
府
と
企
業
に
は
、
強
制
動
員
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
、
そ
れ
が
国
際
法
に
反
す
る
と
い
う
認
識
を
持
つ

こ
と
、
動
員
に
よ
る
不
法
行
為
を
認
め
る
こ
と
、
被
害
者
の
尊
厳
を
回
復
す
る
行
動
を
と
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
こ
と
が
国
際
的
な
信
頼
を
得
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。 

 

⒒ 

連
行
さ
れ
た
人
々
は
日
本
の
敗
戦
後
ど
う
な
っ
た
の
で
す
か
。 
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八
・
一
五
解
放
を
迎
え
、
連
行
さ
れ
た
人
々
は
団
結
し
て
朝
鮮
に
帰
る
こ
と
を
求
め
ま
し
た
。
石
狩
や
常
磐
の
炭

鉱
地
帯
で
は
帰
国
を
求
め
て
大
き
な
争
議
が
起
き
ま
し
た
。
集
団
的
に
連
行
さ
れ
た
人
々
は
一
九
四
五
年
一
二
月
頃

ま
で
に
帰
っ
て
い
き
ま
す
。
帰
国
の
方
法
は
企
業
が
送
っ
た
り
、
自
力
で
帰
っ
た
り
と
多
様
で
す
。
軍
人
や
軍
属
も

帰
り
ま
し
た
。 

連
行
さ
れ
た
現
場
に
残
っ
て
い
た
人
々
の
多
く
は
帰
り
ま
し
た
が
、
逃
亡
し
て
現
場
を
離
れ
た
人
々
で
帰
れ
な
か

っ
た
人
々
も
い
ま
し
た
。
ま
た
、
帰
っ
て
も
生
活
基
盤
が
な
い
た
め
に
残
留
し
た
人
々
や
帰
国
が
遅
れ
朝
鮮
の
南
北

分
断
の
な
か
で
帰
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
た
人
々
も
い
ま
し
た
。 

労
務
動
員
先
で
の
事
故
や
被
爆
な
ど
に
よ
っ
て
日
本
で
亡
く
な
っ
た
朝
鮮
人
の
数
は
数
万
人
に
及
ぶ
と
み
ら
れ
ま

す
。
し
か
し
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
す
。
日
本
政
府
は
労
務
動
員
で
の
死
亡
実
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て

い
ま
せ
ん
。
返
還
さ
れ
て
い
な
い
遺
骨
も
あ
り
ま
す
。
朝
鮮
人
の
軍
人
軍
属
に
つ
い
て
は
、
日
本
政
府
に
よ
り
約
二

万
二
〇
〇
〇
人
の
死
者
の
氏
名
・
住
所
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

⒓ 

未
払
い
金
は
あ
っ
た
の
で
す
か
。 

 

労
務
動
員
さ
れ
た
人
々
を
使
用
し
た
企
業
と
軍
人
軍
属
を
動
員
し
た
日
本
政
府
に
は
、
た
く
さ
ん
の
未
払
い
金
が

残
り
ま
し
た
。
企
業
の
未
払
い
金
の
う
ち
、
民
法
に
よ
り
弁
済
供
託
さ
れ
た
も
の
が
、
供
託
金
と
し
て
残
り
ま
し
た
。

ま
た
、
政
令
二
二
号
に
よ
っ
て
軍
人
軍
属
や
一
部
企
業
の
未
払
い
金
が
供
託
さ
れ
ま
し
た
。
未
払
い
金
の
総
額
は
二

億
円
ほ
ど
に
な
り
ま
す
。 

 

戦
後
に
作
成
さ
れ
た
大
蔵
省
『
経
済
協
力 

韓
国
一
〇
五 

労
働
省
調
査 

朝
鮮
人
に
対
す
る
賃
金
未
払
債
務
調
』
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や
労
働
省
『
朝
鮮
人
の
在
日
資
産
調
査
報
告
書
綴
』
と
い
う
史
料
か
ら
、
未
払
い
金
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

ま
す
。 

 
 

⒔ 
日
韓
会
談
時
、
外
務
省
に
動
員
の
認
識
は
あ
っ
た
の
で
す
か
。 

日
韓
会
談
が
す
す
み
、
日
本
へ
の
動
員
数
が
日
韓
交
渉
で
設
置
さ
れ
た
委
員
会
（
第
六
次
日
韓
会
談
・
一
般
請
求

権
徴
用
者
関
係
等
専
門
委
員
会
）
の
テ
ー
マ
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
際
、
外
務
省
北
東
ア
ジ
ア
課
は
一
九
六
二
年
二

月
に
「
韓
国
人
移
入
労
務
者
数
に
つ
い
て
―
討
議
用
資
料
―
」
を
作
成
し
て
い
ま
す
。 

そ
こ
で
外
務
省
は
、
韓
国
側
が
主
張
す
る
動
員
の
内
訳
を
検
討
し
、
厚
生
省
の
資
料
か
ら
集
団
移
入
朝
鮮
人
労
務

者
数
六
六
万
七
八
六
四
人
、
終
戦
時
現
在
数
三
二
万
二
八
九
〇
人
の
数
値
を
採
用
し
て
い
ま
す
。
外
務
省
は
こ
の
よ

う
に
韓
国
側
が
提
示
す
る
「
徴
用
者
」
の
存
在
を
認
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
外
務
省
は
労
務
動
員
の
一
環
と
し
て
募

集
・
官
斡
旋
・
徴
用
が
あ
っ
た
こ
と
も
認
め
て
い
ま
す
。
日
本
側
は
、
労
務
動
員
に
よ
っ
て
集
団
移
入
さ
れ
た
朝
鮮

人
が
約
六
七
万
人
い
た
と
認
識
し
て
い
た
の
で
す
。
動
員
の
認
識
は
あ
っ
た
の
で
す
。 

こ
の
よ
う
な
戦
時
の
集
団
的
な
移
入
・
動
員
を
、
歴
史
用
語
と
し
て
は
、
強
制
連
行
あ
る
い
は
強
制
動
員
と
表
記

す
る
わ
け
で
す
。 

 

⒕ 

強
制
労
働
問
題
は
一
九
六
五
年
の
日
韓
請
求
権
協
定
で
解
決
し
た
の
で
す
か
。 

日
本
政
府
は
日
韓
交
渉
で
植
民
地
支
配
は
合
法
で
あ
る
、
朝
鮮
に
恩
恵
を
与
え
た
、
朝
鮮
の
独
立
は
国
際
法
で
の
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分
離
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
き
ま
し
た
。
一
九
六
五
年
の
日
韓
協
定
で
の
「
経
済
協
力
」
は
植
民
地
責
任
を

認
め
る
も
の
で
は
な
く
、
強
制
動
員
さ
れ
た
人
び
と
の
声
を
受
け
と
め
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で
す
。 

 
「
戦
後
補
償
」
裁
判
の
な
か
で
、
日
本
政
府
や
企
業
は
、
不
知
、
国
家
無
答
責
、
別
会
社
、
時
効
・
除
斥
な
ど
と
主

張
し
、
さ
ら
に
一
九
六
五
年
の
日
韓
請
求
権
協
定
で
解
決
済
み
と
主
張
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
政
府
の
い

う
日
韓
請
求
権
協
定
で
解
決
済
み
と
は
、
政
府
が
外
交
保
護
権
を
放
棄
し
た
こ
と
で
す
。 

国
家
間
の
協
定
で
個
人
の
損
害
賠
償
の
権
利
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
認
識
を
日
本
政
府
も
持

っ
て
い
ま
す
。
強
制
動
員
さ
れ
た
人
び
と
の
個
人
請
求
権
は
一
九
六
五
年
の
日
韓
請
求
権
協
定
で
は
解
決
し
て
い
な

い
の
で
す
。 

問
題
が
解
決
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
動
員
さ
れ
た
人
び
と
に
よ
る
謝
罪
や
賠
償
、
尊
厳
回
復
の
要
求
は
で
て
こ
な

い
は
ず
で
す
。
被
害
者
の
声
を
受
け
と
め
、
不
法
行
為
へ
の
賠
償
や
未
払
い
賃
金
の
処
理
な
ど
の
問
題
を
解
決
し
、

被
害
者
の
尊
厳
を
回
復
す
べ
き
で
す
。
関
係
国
が
共
同
し
て
こ
の
問
題
の
解
決
に
あ
た
る
べ
き
で
す
。
被
害
者
が
救

済
を
求
め
て
い
る
と
い
う
現
実
か
ら
出
発
す
べ
き
で
す
。 

日
本
政
府
は
戦
争
被
害
者
個
人
の
賠
償
請
求
権
を
認
め
、
被
害
者
が
合
意
す
る
か
た
ち
で
、
日
韓
の
間
で
の
取
り

決
め
を
お
こ
な
う
べ
き
で
す
。 

 

⒖ 

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
と
の
国
交
正
常
化
で
強
制
動
員
は
問
題
に
な
り
ま
す
か
。 

 

二
〇
〇
二
年
の
日
朝
平
壌
宣
言
で
は
「
日
朝
間
の
不
幸
な
過
去
を
清
算
し
、
懸
案
事
項
を
解
決
」
し
、
「
日
本
側

は
、
過
去
の
植
民
地
支
配
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
の
人
々
に
多
大
の
損
害
と
苦
痛
を
与
え
た
と
い
う
歴
史
の
事
実
を
謙
虚
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に
受
け
止
め
、
痛
切
な
反
省
と
心
か
ら
の
お
詫
び
の
気
持
ち
を
表
明
し
た
」
と
あ
り
ま
す
。 

国
交
正
常
化
交
渉
の
焦
点
は
過
去
の
植
民
地
支
配
の
清
算
で
す
。
日
本
政
府
に
は
、
そ
の
清
算
に
む
け
て
事
実
を

認
識
し
、
そ
の
解
決
に
む
け
て
誠
意
を
示
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
強
制
動
員
問
題
も
過
去
の
清
算
に
お
い
て
解

決
す
べ
き
課
題
で
す
。
朝
鮮
北
部
に
居
住
す
る
被
爆
者
の
救
済
は
急
務
の
課
題
の
ひ
と
つ
で
す
。 

日
本
政
府
は
強
制
動
員
の
状
況
や
動
員
数
な
ど
を
明
ら
か
に
し
、
過
去
の
清
算
に
む
け
て
誠
実
に
対
応
す
べ
き
で

す
。
そ
の
よ
う
な
姿
勢
を
示
す
こ
と
が
、
拉
致
問
題
な
ど
の
交
渉
の
進
展
に
つ
な
が
り
ま
す
。 

  

⒗ 

韓
国
で
強
制
動
員
被
害
の
調
査
は
す
す
み
ま
し
た
か
。 

韓
国
で
は
強
制
動
員
の
真
相
究
明
と
被
害
者
の
救
済
に
む
け
て
、
二
〇
〇
四
年
に
韓
国
政
府
内
に
日
帝
強
占
下
強

制
動
員
被
害
真
相
糾
明
委
員
会
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
委
員
会
は
二
〇
一
〇
年
に
対
日
抗
争
期
強
制
動
員
被
害

調
査
及
び
国
外
強
制
動
員
犠
牲
者
等
支
援
委
員
会
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
委
員
会
は
二
〇
一
五
年
一
二
月
に
活
動
を

終
え
ま
し
た
。 

韓
国
の
強
制
動
員
の
委
員
会
は
、
調
査
、
史
料
収
集
、
報
告
書
の
作
成
、
遺
骨
の
発
掘
、
被
害
申
請
の
審
査
、
資
料

館
の
建
設
な
ど
の
作
業
を
お
こ
な
っ
て
き
ま
し
た
。 

委
員
会
が
発
行
し
た
口
述
記
録
集
・
資
料
集
・
真
相
調
査
報
告
書
・
委
託
調
査
結
果
報
告
書
な
ど
は
合
わ
せ
て
一

〇
〇
冊
を
超
え
ま
す
。
委
員
会
は
二
二
万
人
に
及
ぶ
被
害
申
告
を
調
査
し
、
被
害
認
定
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
釜
山

に
は
日
帝
強
制
動
員
歴
史
館
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
九
〇
万
点
に
及
ぶ
資
料
が
収
集
さ
れ
、
そ
の
一
部
は
こ
の
歴
史

館
に
移
管
さ
れ
ま
し
た
。 
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強
制
動
員
を
お
こ
な
っ
た
企
業
の
リ
ス
ト
化
も
す
す
め
ら
れ
、
朝
鮮
半
島
で
一
一
〇
〇
社
以
上
、
日
本
で
一
二
〇

〇
社
以
上
を
確
認
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
朝
鮮
人
を
動
員
し
た
日
本
の
企
業
で
、
三
〇
〇
社
ほ
ど
が
現
存
す
る
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
韓
国
で
は
強
制
動
員
被
害
者
の
救
済
に
む
け
て
財
団
も
設
立
さ
れ
ま
し
た
。 

 

⒘ 

韓
国
で
の
強
制
動
員
裁
判
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。 

 

二
〇
一
二
年
五
月
二
四
日
、
韓
国
大
法
院
は
三
菱
重
工
と
日
本
製
鉄
（
新
日
鉄
住
金
）
の
被
害
者
の
訴
え
を
認
め
、

高
等
法
院
へ
の
差
し
戻
し
を
決
定
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
日
本
占
領
を
不
法
な
強
制
占
領
と
し
、
そ
れ
を
認
め
る

こ
と
は
大
韓
民
国
の
憲
法
精
神
に
相
反
す
る
も
の
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
支
配
下
で
の
強
制
動
員
を

不
法
な
も
の
と
し
、
旧
会
社
と
現
会
社
の
同
一
性
を
認
め
ま
し
た
。
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
に
つ
い
て
も
否
定
し
、

原
告
の
個
人
の
請
求
権
は
日
韓
請
求
権
協
定
で
は
消
滅
し
て
は
い
な
い
と
し
ま
し
た
。 

 

つ
ま
り
、
日
本
に
よ
る
朝
鮮
占
領
と
強
制
動
員
は
不
法
で
あ
り
、
個
人
の
損
害
賠
償
請
求
権
が
あ
り
、
会
社
に
は

支
払
う
責
任
が
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
す
。 

 

そ
の
後
、
高
等
法
院
で
の
差
し
戻
し
判
決
は
強
制
動
員
被
害
者
へ
の
損
害
賠
償
を
命
じ
る
判
決
を
出
し
ま
し
た
。

こ
の
動
き
を
受
け
て
、
三
菱
、
不
二
越
、
新
日
鉄
住
金
な
ど
の
強
制
動
員
被
害
者
が
韓
国
で
裁
判
に
起
ち
あ
が
り
、

地
方
法
院
や
高
等
法
院
で
勝
訴
し
ま
し
た
。 

 

た
と
え
ば
、
二
〇
一
三
年
一
一
月
、
三
菱
重
工
業
名
古
屋
工
場
に
連
行
さ
れ
た
朝
鮮
女
子
勤
労
挺
身
隊
員
に
関
す

る
判
決
が
光
州
地
方
法
院
で
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
判
決
で
は
、
日
本
政
府
に
よ
る
不
法
な
植
民
地
支
配
に
よ
り
、

強
制
連
行
・
強
制
労
働
が
な
さ
れ
、
そ
れ
は
侵
略
戦
争
に
参
加
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
反
人
道
的
な
不
法
行
為
と
さ
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れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
日
本
の
国
家
権
力
が
関
与
し
た
反
人
道
的
不
法
行
為
や
植
民
地
支
配
に
直
結
す
る
不
法
行
為

に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
日
韓
請
求
権
協
定
の
適
用
対
象
で
は
な
い
と
し
、
三
菱
重
工
業
に
賠
償
を
命
じ
て
い

ま
す
。 

日
本
政
府
と
日
本
企
業
は
こ
の
よ
う
な
韓
国
で
の
判
決
に
従
い
、
被
害
者
が
納
得
す
る
か
た
ち
で
歴
史
的
責
任
を

と
る
べ
き
な
の
で
す
。 

 

⒙ 

明
治
産
業
革
命
遺
産
で
の
強
制
労
働
問
題
っ
て
何
で
す
か
。 

 

二
〇
一
五
年
、
明
治
産
業
革
命
遺
産
が
ユ
ネ
ス
コ
（
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
）
の
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
際
、

朝
鮮
人
の
強
制
労
働
が
問
題
と
な
り
ま
し
た
。 

日
本
政
府
は
登
録
に
あ
た
り
、「a larg

e n
u
m

b
er o

f K
o
rean

s an
d
 o

th
ers

（
数
多
く
の
朝
鮮
人
な
ど
が
）
」
、「b

rou
g
h
t 

ag
ain

st th
eir w

ill

」
（
意
に
反
し
て
連
行
さ
れ
）
、
「fo

rced
 to

 w
o
rk

 u
n
d
er h

arsh
 co

n
d
itio

n
s

」
（
ひ
ど
い
環
境
で
労

働
を
強
い
ら
れ
た
）
と
発
言
し
、
犠
牲
者
を
記
憶
す
る
た
め
に
情
報
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
な
ど
適
切
な
処
置
を
と

る
と
し
ま
し
た
。 

こ
の
発
言
後
、
日
本
政
府
は
「forced

 to
 w

o
rk

」
を
「
働
か
さ
れ
た
」
と
訳
し
、
「
強
制
労
働
の
意
で
は
な
い
」
、

「
戦
時
の
朝
鮮
半
島
出
身
者
の
徴
用
は
国
際
法
上
の
強
制
労
働
に
あ
た
ら
な
い
」
と
し
ま
し
た
。
朝
鮮
半
島
出
身
者

が
意
に
反
し
て
徴
用
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
違
法
な
強
制
労
働
で
は
な
か
っ
た
と
し
た
の
で
す
。 

け
れ
ど
も
、
国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
は
一
九
九
九
年
三
月
に
、
朝
鮮
人
・
中
国
人
な
ど
の
労
働
動
員
を
、
強

制
労
働
に
関
す
る
条
約(

Ｉ
Ｌ
Ｏ
二
九
号
条
約)

に
違
反
す
る
と
判
断
し
て
い
ま
す
。 



21 

 

明
治
産
業
革
命
遺
産
の
構
成
施
設
で
あ
る
三
井
鉱
山
の
三
池
炭
鉱
や
三
菱
鉱
業
の
高
島
・
端
島
の
炭
鉱
、
日
本
製

鉄
八
幡
製
鉄
所
や
三
菱
重
工
業
長
崎
造
船
所
の
工
場
、
岩
手
の
日
本
製
鉄
関
係
の
施
設
で
、
朝
鮮
人
な
ど
の
強
制
労

働
が
あ
り
ま
し
た
。
関
連
す
る
労
働
現
場
を
含
め
れ
ば
、
強
制
動
員
さ
れ
た
朝
鮮
人
は
三
万
人
を
超
え
る
と
み
ら
れ

ま
す
。
中
国
人
は
三
四
〇
〇
人
以
上
、
連
合
軍
捕
虜
は
四
五
〇
〇
人
以
上
が
連
行
さ
れ
、
労
働
を
強
い
ら
れ
ま
し
た
。 

日
本
の
産
業
化
は
戦
争
を
と
も
な
う
も
の
で
し
た
。
戦
時
下
、
朝
鮮
人
・
中
国
人
・
連
合
軍
捕
虜
が
強
制
連
行
さ

れ
ま
し
た
。
連
行
さ
れ
、
強
制
労
働
の
な
か
で
亡
く
な
っ
た
人
び
と
も
数
多
く
い
ま
す
。
明
治
産
業
革
命
遺
産
の
展

示
で
は
、
自
国
の
産
業
化
を
賛
美
す
る
だ
け
で
な
く
、
朝
鮮
人
な
ど
の
強
制
連
行
・
強
制
労
働
を
事
実
と
し
て
認
め
、

そ
の
歴
史
を
正
確
に
示
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
、
世
界
遺
産
と
し
て
普
遍
的
な
価
値
を
持
ち
ま
す
。 

 

⒚ 

今
後
の
課
題
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か 

 

強
制
動
員
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
動
員
数
、
動
員
場
所
な
ど
が

明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
未
発
見
の
資
料
も
あ
り
ま
す
。
日
本
政
府
は
厚
生
省
勤
労
局
名
簿
や
軍
人
軍
属

名
簿
な
ど
の
名
簿
類
を
全
面
的
に
公
開
す
べ
き
で
す
。 

未
払
い
金
の
う
ち
、
未
払
い
賃
金
な
ど
は
供
託
さ
れ
て
い
ま
す
。
供
託
金
に
つ
い
て
は
供
託
さ
れ
た
人
び
と
の

名
簿
が
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
部
は
韓
国
側
に
提
供
さ
れ
ま
し
た
が
、
す
べ
て
が
発
見
さ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
日
本
国
内
で
は
供
託
関
係
の
名
簿
は
非
公
開
で
す
。
未
払
い
の
郵
便
貯
金
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

労
務
関
係
の
朝
鮮
人
の
遺
骨
も
各
地
で
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
部
は
市
民
団
体
に
よ
っ
て
返
還
が
な
さ
れ
ま

し
た
が
、
政
府
主
導
に
よ
る
遺
骨
の
返
還
事
業
は
な
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。 
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韓
国
で
の
調
査
活
動
を
日
本
に
紹
介
す
る
た
め
に
、
強
制
動
員
の
真
相
糾
明
活
動
で
作
成
さ
れ
た
報
告
書
や
証

言
集
の
翻
訳
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
完
成
し
て
い
ま
せ
ん
。 

 
強
制
動
員
被
害
者
に
つ
い
て
の
財
団
設
立
が
韓
国
で
は
す
す
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
日
本
は
賠
償
の
た
め
の
基

金
を
た
ち
あ
げ
る
立
場
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
不
二
越
や
三
菱
重
工
の
被
害
者
へ
の
対
応
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

日
本
企
業
は
朝
鮮
人
強
制
動
員
の
歴
史
的
な
責
任
を
と
ろ
う
と
し
て
い
ま
せ
ん
。
強
制
動
員
被
害
の
救
済
に
む
け

て
の
日
本
で
の
立
法
が
求
め
ら
れ
ま
す
。 

 

事
実
調
査
、
事
実
の
公
表
、
遺
骨
や
未
払
い
金
の
返
還
、
賠
償
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
未
解
決
で
す
。 

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
「
強
制
連
行
は
な
か
っ
た
」
と
す
る
記
事
が
意
図
的
に
流
さ
れ
て
い
ま
す
。
政
治
家
の

な
か
に
は
過
去
を
正
当
化
す
る
言
説
を
吹
聴
す
る
者
も
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
記
事
は
多
く
が
資
料
の
誤
読
や
恣
意

的
な
判
断
に
よ
る
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
歪
曲
を
た
だ
す
作
業
が
必
要
で
す
。 

日
本
は
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
を
構
想
し
、
そ
れ
に
む
け
て
ア
ジ
ア
の
植
民
地
や
占
領
地
か
ら
多
く
の
民
衆
を
強
制

動
員
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
総
動
員
体
制
の
な
か
に
、
朝
鮮
人
の
強
制
動
員
を
位
置
づ
け
、
と
ら
え
直
す
こ
と
が

大
切
で
す
。 

 

⒛ 

な
ぜ
過
去
の
清
算
が
必
要
な
の
で
す
か
。 

大
切
な
こ
と
が
ら
は
被
害
者
の
尊
厳
の
回
復
の
視
点
で
す
。
被
害
者
の
視
点
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
の
平
和
に
向
け
て

の
あ
ら
た
な
歴
史
認
識
を
形
成
す
べ
き
で
す
。
戦
争
も
植
民
地
支
配
も
正
し
か
っ
た
し
、
植
民
地
で
の
動
員
は
不
法

で
は
な
い
な
ど
と
過
去
を
正
当
化
し
て
い
て
は
、
友
好
関
係
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。 
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植
民
地
支
配
と
戦
争
の
歴
史
的
責
任
を
き
ち
ん
と
と
り
、
人
権
を
尊
重
し
て
再
発
防
止
に
む
け
て
の
今
後
の
取
り

組
み
を
す
す
め
る
べ
き
で
す
。
植
民
地
支
配
を
清
算
し
よ
う
と
し
な
い
政
治
の
姿
勢
が
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
を
生
ん
で

い
る
の
で
す
。 

国
境
を
越
え
て
人
々
が
つ
な
が
り
、
偏
狭
な
排
外
主
義
を
超
え
て
い
く
こ
と
か
ら
、
相
互
理
解
が
深
ま
り
、
新
し

い
ア
ジ
ア
の
関
係
が
生
ま
れ
ま
す
。
過
去
の
清
算
の
ひ
と
つ
で
あ
る
強
制
連
行
・
強
制
労
働
問
題
の
解
決
に
む
け
て

の
活
動
は
、
そ
の
た
め
の
作
業
で
す
。 

国
家
暴
力
の
歴
史
を
明
ら
か
に
し
、
過
去
を
清
算
す
る
こ
と
は
、
民
衆
が
そ
の
よ
う
な
国
家
暴
力
を
克
服
し
、
歴

史
の
主
人
公
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。 

     

参
考
文
献 

多
く
の
参
考
文
献
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
つ
ぎ
の
本
を
紹
介
し
ま
す
。 

資
料
集
と
し
て
は
、
小
沢
有
作
編
『
近
代
民
衆
の
記
録
一
〇 
在
日
朝
鮮
人
』
新
人
物
往
来
社
一
九
七
八
年
、
や
朴

慶
植
編
『
在
日
朝
鮮
人
関
係
資
料
集
成
』
四
・
五
、
三
一
書
房
一
九
七
五
～
一
九
七
六
年
、
林
え
い
だ
い
編
『
戦
時
外

国
人
強
制
連
行
関
係
史
料
集
』
明
石
書
店
一
九
九
一
年
、
長
澤
秀
編
『
戦
時
下
朝
鮮
人
中
国
人
連
合
軍
捕
虜
強
制
連
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行
資
料
集
』
緑
蔭
書
房
一
九
九
二
年
、
竹
内
康
人
編
『
戦
時
朝
鮮
人
強
制
労
働
調
査
資
料
集 

 

増
補
改
訂
版 

連
行
先

一
覧
・
全
国
地
図
・
死
亡
者
名
簿
』
神
戸
学
生
青
年
セ
ン
タ
ー.

出
版
部
二
〇
一
五
年
な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

 
近
年
の
調
査
・
研
究
と
し
て
は
、
内
海
愛
子
『
戦
後
補
償
か
ら
考
え
る
日
本
と
ア
ジ
ア
』
山
川
出
版
社
二
〇
〇
二

年
、
山
田
昭
次
・
古
庄
正
・
樋
口
雄
一
『
朝
鮮
人
戦
時
労
働
動
員
』
岩
波
書
店
二
〇
〇
五
年
、
内
海
愛
子
・
上
杉
聡
・

福
留
範
昭
『
遺
骨
の
戦
後
』
岩
波
書
店
二
〇
〇
七
年
、
外
村
大
『
朝
鮮
人
強
制
連
行
』
岩
波
書
店
二
〇
一
二
年
、
室
田

元
美
『
ル
ポ
悼
み
の
列
島
』
社
会
評
論
社
二
〇
一
〇
年
、
林
え
い
だ
い
『
筑
豊
・
軍
艦
島 

朝
鮮
人
強
制
連
行
、
そ
の

後
』
弦
書
房
二
〇
一
〇
年
、
殿
平
善
彦
『
遺
骨 

語
り
か
け
る
命
の
痕
跡
』
か
も
が
わ
出
版
一
九
一
三
年
、
北
原
道
子

『
北
方
部
隊
の
朝
鮮
人
兵
士
』
現
代
企
画
室
二
〇
一
四
年
、
竹
内
康
人
『
調
査
・
朝
鮮
人
強
制
労
働
①
～
④
』
社
会

評
論
社
二
〇
一
三
～
一
五
年
、
長
崎
在
日
朝
鮮
人
の
人
権
を
守
る
会
『
軍
艦
島
に
耳
を
澄
ま
せ
ば 

増
補
改
訂
版
』
社

会
評
論
社
二
〇
一
六
年
、
伊
藤
智
永
『
忘
却
さ
れ
た
支
配 

日
本
の
な
か
の
植
民
地
支
配
』
岩
波
書
店
二
〇
一
六
年
な

ど
が
あ
り
ま
す
。 

自
治
体
の
調
査
と
し
て
は
、
『
北
海
道
と
朝
鮮
人
労
働
者
』
朝
鮮
人
強
制
連
行
実
態
調
査
報
告
書
編
集
委
員
会
一

九
九
九
年
、
神
奈
川
県
と
朝
鮮
の
関
係
史
調
査
委
員
会
『
神
奈
川
と
朝
鮮
』
神
奈
川
県
一
九
九
四
年
な
ど
が
あ
り
ま

す
。 韓

国
の
委
員
会
の
活
動
報
告
は
『
委
員
会
活
動
結
果
報
告
書
』
対
日
抗
争
期
強
制
動
員
被
害
調
査
及
び
国
外
強
制

動
員
犠
牲
者
等
支
援
委
員
会
二
〇
一
六
年
の
形
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
語
版
が
あ
り
ま
す
。 

最
近
の
研
究
・
調
査
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
樋
口
雄
一
「
朝
鮮
人
強
制
動
員
研
究
の
現
況
と
課
題
」
（
『
大
原
社
会

問
題
研
究
所
雑
誌
』
六
八
六
・
二
〇
一
五
年
一
二
月
）
、
吉
澤
文
寿
「
朝
鮮
人
強
制
労
働
関
連
地
域
に
お
け
る
市
民

運
動
の
取
り
組
み
」
（
『
新
潟
国
際
情
報
大
学
国
際
学
部
紀
要
』
一
・
二
〇
一
六
年
一
月
）
が
あ
り
ま
す
。
と
も
に
ウ
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ェ
ブ
上
で
閲
覧
で
き
ま
す
。
ま
た
、
強
制
動
員
真
相
究
明
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
、
「
強
制
動
員
真
相
究
明
全
国
研
究

集
会
報
告
集
」
を
作
成
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
冊
子
で
は
、
労
務
で
の
強
制
動
員
を
中
心
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。
「
慰
安
婦
」
の
強
制
動
員
に
つ
い
て
は
、

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
女
た
ち
の
戦
争
と
平
和
資
料
館
・
ｗ
ａ
ｍ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

h
ttp

://w
am

-p
eace.o

rg
/

や
「F

ig
h
t 

fo
r 

Ju
stice 

日
本
軍
「
慰
安
婦
」
‐
忘
却
へ
の
抵
抗
・
未
来
の
責
任
」
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

h
ttp

://fig
h
tfo

rju
stice.in

fo
/

、
『
「
慰
安
婦
」
・
強
制
・
性
奴
隷 

あ
な
た
の
疑
問
に
答
え
ま
す
』
（F

ig
h
t fo

r Ju
stice

・

ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
）
御
茶
の
水
書
房
二
〇
一
四
年
な
ど
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。 

こ
の
強
制
動
員
の
問
題
に
関
心
を
持
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
や
調
査
記
事
を
読
む
と
と
も
に
、
こ
の
問
題
の
解
決

に
向
け
て
、
ぜ
ひ
ご
支
援
く
だ
さ
い
。 
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